
 
意見書案第３号 

 

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法期限延長を求める意見書 

 

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（以下、ホームレス自立支

援法）は、自立の意思がありながら、都市公園や河川などで日常生活を営むこ

とを余儀なくされた人々に対する日本初の法律で、自立支援が国と自治体の責

務であることやホームレスの人権に配慮することが明文化されており、国と自

治体に対し基本方針・実施計画の策定と実態に関する調査の実施を義務付けて

いる。これに基づき、２００３年に実施された実態調査では、全国で２５，２

９６人のホームレスが確認されたが、２０１７年１月時点で５，５３４人とな

っており、法律施行後は着実に減少に向かっているものの、ホームレス自立支

援法は２０１７年８月６日をもって期限を迎えることとなっている。 

一方で、ホームレス対策事業のうち福祉の観点から実施しているものについ

ては、２０１５年４月に施行された「生活困窮者自立支援法」を法的根拠とし

ているが、生活困窮者自立支援法には、「ホームレス」という文言がないため、

ホームレス自立支援法が失効すれば、明確にホームレスを対象とした支援法は

なくなり、国や自治体による実態調査等も実施されなくなる恐れがあるなど、

ホームレス問題の解決が困難になることが懸念される。 

よって、国会及び政府においては、ホームレス自立支援法の施行期限を延長

するよう求める。 

 

以上、地方自治法９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成２９年（２０１７年）６月１３日 

札幌市議会   
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